
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
四
号 

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
首
都
圏
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
本
部
長
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
事
業
大

宮
西
部
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
け
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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